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丸幸ブログの開設
２０１７年９月に丸幸のホームページ内にある営業マンブログの更新を再開致しました。営業マンが日々の
業務の中で感じたことや思ったこと、廃棄物に関しての法改正など、最新情報を皆様にたくさん発信をし、廃棄
物業界のことはもちろん丸幸の営業マンをはじめ、丸幸という会社をもっともっと知って頂ければ幸いです！
不定期で御座いますが、弊社代表の渡邉の記事もご覧頂けます！是非、丸幸ホームページをチェックしてみて
ください！営業部長挨拶

中国市場の最新情報

廃棄物御持込み時のサービス拡大

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度2017年12月1日より営業部長に就任致しまし
た、「福島政則」と申します。
さて、気が付けば今年も残り僅か一カ月です。今年1年
で私たちの廃棄物業界も様々な事が変わりましたので、
代表的な改定を記載させて頂きます。
①廃棄物の不適正処理への対応の強化として、特定
の産業廃棄物を多量に排出する事業者への電子マニ
フェスト使用を義務化
②親子会社間における自ら処理の拡大
③水銀廃棄物の取り扱いへの厳格化
これらの背景は排出事業者責任の徹底・適正処理・
健全な資源循環を促すために常に廃棄物処理法が改
定されております。
目まぐるしく変わっていく業界に身を置いている私たちは
いち早く新しい情報を取り入れ、お客様のもとへ届けさせ
て頂くことをお約束させて頂きます。
今まで以上にお客様の「信頼」「安全」を第一に考えると
共に廃棄物の適正処理に努め、責任を持って業務を遂
行して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。

年末が差し迫っています。世の中も非常に慌しくなっておりますが、弊社の業界も繁忙期が御座います。繁忙
期は処分場に入ってくる廃棄物が瞬間風速的に多くなり、お持込みされるお客様も多くなります。ご多忙の中
弊社へお持込みして頂いているお客様へ顧客満足度の向上の取り組みとして弊社は何が出来るのか？を考
えました。
まず①早い（待たせません！）②安い（最大限のコストメリットを提供致します。）③また来たい（上記の写
真のようにサービスドリンクだけではなく実際に有ったら嬉しいような物を御用意させて頂きました！）
お持込みして頂くお客様へほんのささやかなサービスですが、ドライバーさんの笑顔が見たくて新しいサービスを開
始致します。

資源相場

古紙

平成29年11月１6日付日本経済新聞 より

新 聞：12円（／㎏）
雑 誌：9円（／㎏）
段ボール：12円（／㎏）

ＰＥＴボトル

2017年は中国の影響が大きく、全ての
プラスチック製品が厳しい年になりまし
た。２０１８年も継続的に下落するもの
と思われます。

皆様、ご存知でしょうか？ 日本の廃プラ輸出のうち中国・香港向けが八五％を占めており、
2017年４月、中国が発令した環境規制政策であるナショナルソードによって、今年は廃プラの
輸入規制が一段と厳しくなると予想されておりました。

■ナショナルソードとは？ ・・・ 廃棄物以外に、穀物等の食品類、
家電等の機械類、薬物、銃器等も対象にした密輸撲滅政策で、
10ヵ月ほどの期間を経て年末に終了する環境規制政策です。

2017年11月20日現在、中国の受け入れが中止したという報告はありませんが、中国だけの問題
として認識するのではなく、地球に住む人間の問題として、考えさせられる今回の発令だと思います。

■発令の背景 ・・・ 中国はこれまで資源不足を補うため、海外
の資源ごみを輸入していました。ただ、こうした資源ごみを処理す
る過程で、環境に悪影響を与えていることが多く報告されている
ことが輸入中止の背景にあるようです。
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お気軽にご相談ください！

廃棄物の定義とは、一概に持ち主がいらないと思うものすべてが廃棄物に該当するわけでもありません。
その答えは総合判断説からなりたちます。

①【物の性状】
生活環境の保全上支障をきたさない物。

②【排出の状況】
排出前に適正な保管・管理がなされていること。

③【通常の取扱い形態】
製品として市場が形成されており、廃棄物として処理される事が通常認められないこと。

④【取引価値の有無】
占有者と取引相手方の間で有償譲渡がなされており、客観的にみて取引に経済的合理性があること。

⑤【占有者の意思】
他人に有償譲渡する意思が認められること、もしくは放置、処分の意思が認められないこと。

占有者が自ら利用し、他人に有償で譲渡できない為に不要となった物をいい、これらに該当するか否かは
上記の①～⑤を総合的に判断する必要があります。

【質問】
廃棄物の定義って何だろう？？

【回答】
答え

産廃知識 黒帯への道“産廃道場”

丸幸 メ ン バ ー の ご 紹 介 ！

イ オ ン チ ア ー ズ ク ラ ブ 様 工 場 見 学 会 ！

水 銀 廃 棄 物 の 対 応 に つ い て ★

名前： 小川 英樹

所属： 一般事業部 係長
年齢： ４８歳
特技： 運転
趣味： サーフィン

自己PR：
安全運転に努め、お客様へ安
全・安心を提供して参ります。

名前： 青木 直美

所属 本社経理部
年齢： 45歳
特技： お料理
趣味： テニス

自己PR：
お電話の際は丁寧に御対応さ
せて頂きます。

名前： 上松 亮太

所属： 営業部
年齢： ２５歳
特技： 工作
趣味： 旅行・釣り

自己PR：
まだ新人なので元気よく、笑顔
で対応致します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２９年環境省
令第１０号）が平成２９年６月９日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有
ばいじん等が定義され、今年の１０月１日に施行されました。

丸幸では、弊社営業マンブログでも御紹介させていただきましたが
今年の8月23日に全社勉強会を行い、社員へ周知を徹底して
おります。

■具体的な丸幸対応は・・・？
現在、産業廃棄物の委託契約結ばせていただい
ているお客様には、新たに品目の追加の覚書を
締結させていただいております。
覚書を締結させていただいた後、左写真のような
廃蛍光ランプ専用のBOXを回収の際にお持ちさ
せていただき、飛散、流出又は揮発の防止に努
めております。

水銀使用製品の取り扱いについて、御不明な事がございましたら
何なりとお申し付け下さい。弊社営業マンが対応させていただきます！

※弊社では『蛍光管』ではなく
『廃蛍光ランプ』の名称で
取り扱っております。

2017年10月6日、当社中間処分場『エコ・ファクトリー神々廻の森』の施設見学に、イオンチアーズクラブの皆さんが来てくだ
さいました!当日は「環境・リサイクルについて考えてみよう！」と
いうテーマで、一緒に勉強をさせて頂きました。
見学の流れとしては、①「そもそも廃棄物とは何か？」、「廃棄物の行方は？」
「分別の必要性」、「未来に向けて必要なこと」の4つの項目の講義
②実際にリサイクルを体験（牛乳パックを持参して頂き、葉書を作成）
③施設内の見学及びレクリエーション
④リサイクルした葉書で、親御さんへ手紙を送る
といった形で、約2時間程、環境・リサイクルに対して考える時間を共有致しました。
小学生たちに対しての施設見学会は、今回が初めての取組でしたが、「業界をもっと知ってもらう」、また「日本の未来の為に
必要なことを理解してもらう」ためにも、非常に有意義な時間を共有させて頂きました。
当社の願い・責任は「限りある資源を、そして生活環境を守り次世代に美しい地球を引き継ぐこと」でありますので、達成する
為にもより多くの子供たちに知って頂きたく、今後も引き続き、このような取組を実施して参ります！
もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、是非担当営業までお申し付け下さい！
※イオンチアーズクラブ様は小学校1年から中学校3年生までの子供達が環境の関する様々な活動を行っています★

こんにちは！第２０回まるこう通信の編集長を務めさせていただきました、営業部の福島政則
と申します。あっと言う間に、今年も残り１ヶ月となりました。風邪など引かぬよう全力で営業
活動して参ります！今回のまるこう通信も情報が盛り沢山のため是非ご覧になってください♪


